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人身取引対策行動計画 2014（平成 26 年 12 月 16 日犯罪対策閣僚会議）【抜粋】 

 

２．人身取引の防止 

（５）人身取引の需要側に対する取組 

① 性的搾取の需要側への啓発 

人身取引被害者の多くが買春等による性的搾取を受けていること等に

ついて広報を行うことなどにより、性的搾取の需要側への啓発を推進す

る。 

 

６．人身取引対策推進のための基盤整備 

（２）国民等の理解と協力の確保 

① 政府広報の更なる促進 

人身取引につき、人身取引とはどのようなものか、また、その実態に

ついて、国民に対して情報提供を行い、広く問題意識を共有することを

目標とし、以下の方法による情報発信のほか、より効果的な広報につい

て検討していく。 

（ⅲ）内閣府作成の人身取引対策の啓発用ポスター及びリーフレットを関

係省庁、地方公共団体、女性団体等の関係団体と広く共有し、積極的

な広報活動を展開する。 

 






